
 

 

 

 

【補助対象】伊勢市内にある次の団体・商業組合等 

① 商店街振興組合　　② 事業協同組合（組合員の過半数が小売業・サービス業であるもの） 

③ 商店会等の団体　　④ ①～③の団体で組織された団体（商店街連合機関） 

⑤ 商工会議所　　　　⑥ 商工会　　　⑦ 公益法人 

⑧ ①～⑦の団体と連携して事業を行う私立学校　　　⑨ まちづくり会社 

⑩ ４以上の中小企業者(小売業・サービス業に限る)で組織された団体で市長が認めるもの 

（団体の代表者及び規約等の定めのあること）ただし、大規模小売店舗、大規模小売店舗に

入居する店舗は除く 
※上記①～⑩において風営法第２条に規定する営業を行うもの、暴力団対策法第２条第２号から 

第６号に規定する暴力団等に該当する団体又は構成員が組合員等になっているものは除く 
 
【補助対象事業、補助率、補助限度額】〈令和８年度予算額：260万円〉 

　補助金の対象となる事業は新規性・継続性がある事業で下表に掲げる事業です。 

　⑩の補助対象者については、快適環境整備事業、安心安全整備事業は補助の対象となりません。 

※補助対象事業の事業内容については、裏面をご覧ください。 
※申請状況により補助金交付決定後の補助対象経費の増額による補助金額の増額はできない場合があります 

ので、あらかじめご了承ください。また、市の他の補助金と併用して利用はできません。 
　※交付は１つの団体等につき年度内に１回限り。また、同一の団体等が同一の事業を補助対象として複数回 

交付を受けることはできません。 
 
【申請の方法】 

（１）受付開始　　令和８年４月１日（水） 

　　　◆交付決定額が市の予算額に達した時点で受付を終了しますので、ご了承ください。 

※提出書類の確認を要するため、郵送による提出は不可とします。 

（２）提出書類 

　　①補助金等交付申請書 

②事業計画概要及び収支予算書 

　　③事業計画書 

④申請者に関する事項 

⑤当該補助事業について団体内で同意が得られていることが確認できる書類の写し 

⑥その他申請事項を確認するために必要な書類（規約、組合員名簿、見積書等） 

 

 補助対象事業 補助率 補助限度額

 組織強化事業

２/３ 

（千円未満切捨て）

50 万円

 計画策定事業

100 万円 

 個性・魅力強化事業

 販路拡大事業

 外国人消費拡大事業

 情報発信事業

 快適環境整備事業

 安心安全整備事業

 その他商業活性化事業 35 万円

【令和８年度】 『伊勢市商業魅力アップ支援事業補助金』　のご案内

この補助金は、伊勢市内の商業及び商店街の振興を図るため、地域住民や観光客のニーズ
に応えた商業環境の整備やにぎわいの創出に新たに取り組む商業団体等に対して事業費 
の一部を市の予算の範囲内で補助する制度です。申請された事業は、事業の効果性、 
新規性・継続性などを勘案した所定の審査を経て、補助金の交付・不交付を決定します。

（申請書の提出先）伊勢市産業観光部商工労政課商工係（伊勢市役所東館３階　306番窓口） 

〈電話〉0596-21-5512　〈FAX〉0596-21-5651　〈メール〉syoko@city.ise.mie.jp

これらの書類は、商工労政課の窓口で配布するほか、

伊勢市役所のホームページからもダウンロード 

できます。



【事業内容】 

 
補助対象事業 事業内容 補助率 補助限度額

 

組織強化事業

(1)商店街等の活性化に向けてコンセンサスを得る 
ためにセミナー等を開催する事業 

(2)E コマースの活用、人流データの分析手法等を学ぶ 
ための学習会、研修会を行う事業 

(3)後継者の養成や観光案内人等を育成する事業

２／３ 50 万円

 
計画策定事業 商店街等の活性化に係る調査をし、計画を策定する事業 ２／３ 100万円

 

個性・魅力 
強化事業

(1)地域の強みとなる産地の技術、農林水産物、観光資
源等の地域資源をいかして地域の魅力を高める事業 

(2)日常的な賑わいづくりを目的として各個店の魅力を 
発信し、商店街等全体の魅力を強化する事業 

(3)地域住民等と連携して新たな魅力を創出し、継続的
な賑わいを創出する事業 

 
※いずれも一過性のイベントなどを行う事業は除く

２／３ 100万円

 
販路拡大事業

商店街等が実店舗での販売以外に販売方法を拡大しよ
うとする事業

２／３ 100 万円

 
外国人消費 
拡大事業

手続委託型輸出物品販売場制度による免税手続きカウ
ンターを整備する事業

２／３ 100 万円

 
情報発信事業 情報や魅力を発信する媒体を作成・リニューアルし、発信する事業 ２／３ 100 万円

 

快適環境 
整備事業

(1)海外観光客や高齢者などの消費者にわかりやすい 
案内図や看板等を設置する事業 

(2)宅配サービス等の地域の買い物弱者に対応する事業 
(3)グリーンカーテン設置等の環境・省エネ対策事業 
（事業所、店舗内は除く） 

(4)公衆無線ＬＡＮ等の情報システムの構築・改修事業

２／３ 100万円

 

安心安全 
整備事業

(1)共有スペースのバリアフリー化等、高齢者・障がい
者などに配慮した環境を整備する事業 

(2)避難マニュアル作成、防災設備の設置等の災害対策
事業 

(3)登下校の見守りなど地域と連携して行う事業 
(4)防犯カメラ、常夜灯などの設置等による安全環境を 

整備する事業（事業所、店舗内は除く）

２／３ 100万円

 
その他商業 
活性化事業

地域社会や観光客などの消費者の新たなニーズに対応
した商業の活性化に資する事業

２／３ 35万円



【補助対象経費】 

補助対象となる経費は補助対象事業を実施するために必要な経費で、下表に掲げるものです。 

 

※商品券・金券・仮想通貨・クーポン・（クレジットカード会社等から付与された）ポイン

トでの支払い、小切手・手形での支払い、相殺による決済は対象外です。 

 

※備品購入費については、対象となる備品が事業の遂行のために必要不可欠となる説明が 

明確に可能な場合のみ対象となり、汎用性の高いものは対象となりません。 

 

※補助対象事業の実施に伴い得られた収入がある場合は、収入額を補助対象経費から差し 

引いた額を補助対象経費とします。

 経費区分 内容

 
報 償 費

外部の専門家等に対する謝金など（講習会講師、専門家委員、 

プロのイベント出演者など）

 
旅　　費

外部の専門家等に対する旅費、事業を実施するために必要な 

視察・講習会等への旅費など

 
消耗品費 消耗品の購入などに要する費用

 
印刷製本費 事業報告書などを印刷・製本するための費用

 
通信運搬費 通信費、運搬費など

 
広 報 費 広告宣伝などに要する費用

 
手 数 料 役務等に対する手数料

 
委 託 料 調査、システム開発などを他の事業者に行わせるための費用

 
使 用 料 イベント会場等に係る借上料、機器・器具等の使用料など

 
賃 借 料 空き店舗や土地などの賃借料など

 
研修参加費 研修会やセミナーなどに参加するための費用

 
工事請負費 施設を整備する費用など

 
備品購入費 什器等の備品の購入費など

 
資料購入費 事業を行うために必要な資料の購入費など

 
雑役務費 臨時のアルバイト代など


